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１．選挙の概要 

  

[神戸市長選挙] 

（１）選挙の期日 

第 20回神戸市長選挙は、10月 17日告示、10月 31日投票の日程で執行した。 

現市長の任期が令和３年 11 月 19 日に満了するため、公職選挙法第 33 条第 1 項の規定により、

10月 20日から 11月 18日の間に選挙を執行する必要があった。当初、５月 19日に市委員会を開催

し、選挙期日を 10月 24日と決定、日程を発表したが、衆議院議員総選挙が 10月 31日投開票日と

なる見込みが高くなったため、10月６日に市委員会を開催し、選挙期日を１週間遅らせて衆議院議

員総選挙と同日の 10月 31日に変更する決定を行い、合わせて日程発表を行った。 

 

（２）選挙の特色 

① 今回の選挙は、２期務めた久元市長の任期満了によるもので、６月 25 日の本議会において久元

喜造氏が再出馬する旨の正式表明をした。また、８月６日に元加西市長の中川暢三氏、９月９日に

日本共産党推薦の岡﨑史典氏、同月 10日にイベントプロデューサーの酒谷敏郎氏、同月 24日に弁

護士の小林香織氏が表明をし、計５名による選挙となった。 

② 今回の選挙では、「神戸市長選挙における記号式投票に関する条例」を制定し、令和３年３月 31

日に公布、同年４月１日に施行した。 

  なお、記号式投票を採用する場合でも、公職選挙法により期日前投票及び不在者投票並びに点字

投票は除外され、自書式投票によることとされている。 

③ 公職選挙執行規程の一部改正により、選挙公報の掲載文について電磁的記録による提出を可能と

した。また、合わせて立候補者の届出等に係る様式の押印を廃止した。 

 

（３）立候補予定者・確認団体説明会 

立候補予定者説明会は、９月 16 日午後２時から、市役所１号館 14 階大会議室において開催し、

５陣営の個人・団体関係者の出席があった。 

確認団体説明会は、同日午後４時から、同場所で開催し、３団体の関係者の出席があった。 

 

（４）候補者・確認団体 

立候補の受付は、10 月 17 日午前８時 30 分から午後５時まで市役所１号館 23 階選挙管理委員会

事務局北側会議室で行った。 

午前８時 30分に酒谷敏郎氏を除く４人の立候補の届出があり、午前 8時 43分に酒谷敏郎氏が立

候補の届出を行った。 

供託金は、240万円。 

確認団体の申請受付は、10月 17日市役所１号館 23階市選挙管理委員室で行った。 

確認書を交付したのは、３団体であった。 

 

（５）選挙運動費用支出制限額 

支出制限額は、23,321,500円（前回 23,401,200円）であった。 
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（６）選挙公営 

① ポスター掲示場 

神戸市選挙ポスター掲示場設置条例によりポスター掲示場を設置した。 

掲示区画数は９区画（標題部分を除く）で、全市で 2,542か所（前回 2,575か所）設置した。 

② 個人演説会 

公営施設使用の個人演説会は、全市で８回（前回 14回）開催された。また、政談演説会は、開

催されなかった。（前回１回） 

③ 選挙公報 

神戸市選挙公報発行条例により選挙公報を発行した。 

10 月 17 日から 18 日にかけて印刷し、10 月 19 日から 29 日にかけて市内全戸に配布を予定して

いたが、選挙期日後、須磨区の約 19,000世帯への未配布（後述（13）参照）事案が発覚した。 

また、選挙公報を全文点訳した点字版「選挙のお知らせ」と選挙公報の全文を朗読した音声版「選

挙のお知らせ」を発行した。発行部数は点字版 96部、音声版 164部で、点字・音声による神戸市広

報紙を利用されている方に郵送した。 

 

（７）期日前投票 

期日前投票を行った者の総数は、全市で 228,463人（前回 234,025人）であった。 

期日前投票所数は、全市で 31か所（前回 27か所）であった。 

今回の選挙から、新たに東灘区が神戸ファッション美術館に期日前投票所を増設し、10月

28日から 30日までの３日間、各日 12時から 17時まで実施した。    

 

（８）不在者投票 

不在者投票を行った者の総数は、全市で 6,654人（前回 7,017人）であった。 

 

（９）投  票 

① 投票所 

全市の投票所数は、351 か所（前回 355 か所）であった。設置階別にみると、地階１か所（前回

１か所）、１階 336 か所（前回 344 か所）、２階９か所（前回７か所）、３階以上５か所（前回３か

所）となっている。 

② 投票率 

全投票所とも、10月 31 日午前７時に開始し、午後８時に閉鎖した。当日は、雨のち曇であった。 

投票率は、53.79％（前回 47.58％）で、市長選挙 20回中第２位となった。 

 

（10）開  票 

開票は、10 月 31 日午後９時から行い、翌午前４時 02 分に全市終了した。開票に要した時間は、

１区平均４時間 26分であった。 

 

（11）選挙会 

選挙会は、翌 11 月１日午前 10 時から、市役所１号館 24 階 1243会議室で開催し、439,749 票の

最多得票数を得た久元喜造氏を当選人と決定した。 

法定得票数は、162,311.250票、供託物没収点は、64,924.500票であった。 

同日、選挙長から選挙会の結果報告を受けた市選挙管理委員会は、直ちに当選の告知を行うとと
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もに当選人の住所及び氏名の告示を行い、併せて当選人に当選証書を付与した。 

 

（12）新型コロナウイルス感染症対策 

新型コロナウイルス感染症対策として、各投票所において出入口に消毒液の設置や、定期的な換

気、備品の消毒を行った。 

また、受付係や名簿対照係等には飛沫感染防止パネルを設置した。 

さらに、投票用紙に記載するためのボールペンを使い捨て鉛筆や持参筆記具可に変更するなどの

対策を行った。 

合わせて、有権者に対しては、「選挙のお知らせ」、「投票のご案内（封筒裏面）」、ポスター、ホー

ムページ等により周知を図るとともに、マスク着用や手指消毒、ソーシャルディスタンス確保の協

力を呼びかけた。 

 

（13）その他 

  ①異議の申出について 

11月 15日、立候補者の小林香織氏より、12月６日、立候補者の中川暢三氏より、神戸市長選挙

に係る選挙の効力及び当選の効力に関する異議の申出があった。 

12月８日、当委員会は、中川暢三氏の異議の申出の審議の結果、法定の期間経過後の異議申出は

不適法と認め、却下の決定を行い、行政不服審査法第 215条の規定により異議申出人に決定書を交

付するとともに、同日付でその要旨を告示した。 

同じく、12 月 15 日、当委員会は、小林香織氏の異議の申出の審議の結果、選挙無効及び当選無

効の原因となるものではないと認め、棄却の決定を行い、行政不服審査法第 215条の規定により異

議申出人に決定書を交付するとともに、同日付でその要旨を告示した。 

   

  ②須磨区における選挙公報未配布事案について 

   選挙終了後の令和３年 11 月 24 日、須磨区において、約 19,000 世帯に対し、選挙公報が未配布

であったことが、選挙公報配布業務を委託した事業者からの報告及び須磨区選挙管理委員会事務局

の調査により判明した。 

区全体の約４分の１にあたる、極めて多数の未配付という事態の重要性・重大性から、公正な第

三者による検証が必要との理由で地方自治法第 199条第６項の規定により、神戸市長から監査の要

求がなされた。 

   それを受け監査が実施され、令和４年２月 10 日、須磨区における事業者との委託契約に関する

適否だけでなく、選挙時の市及び区選挙管理委員会の執行体制や関与のあり方、職員の選挙事務に

対する意識等にまで及ぶ監査結果が公表された。 
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 [衆議院議員総選挙] 

（１）選挙の期日 

令和３年 10月 14日解散に伴う第 49回衆議院議員総選挙は、10月 19日公示、10月 31日投票日

の日程で行われた。10月４日午前の臨時閣議で菅内閣が総辞職し、同日午後の臨時国会で首相指名

選挙において選出された岸田首相が、臨時国会会期末の同月 14日に解散し、19日公示、31日投開

票を行うことを表明した。 

岸田首相は、10月 14日午前の臨時閣議において衆議院解散を決定し、午後に衆議院を解散した。 

 

（２）選挙の特色 

① 小選挙区比例代表並立制となって９度目の選挙となった。 

② 衆議院解散は、平成 29 年９月以来、４年ぶりで、戦後 27 回目、現行憲法下では 25 回目であっ

た。 

③ 比例代表選挙の近畿ブロックからは、自由民主党、立憲民主党、公明党、日本維新の会、国民民

主党、日本共産党、社会民主党、れいわ新選組、ＮＨＫと裁判してる党弁護士法 72条違反で（ＮＨ

Ｋ党）の９団体となった。 

④ 神戸市内の投票率（小選挙区）は、53.46％であった。また、全国の投票率（小選挙区）は、55.93％

で前回から 2.25％上回った。 

⑤ 選挙の結果は、定数 465名（小選挙区 289名、比例代表 176名）のうち、自由民主党は 261議席

を獲得し、公示前勢力の 276議席から 15議席減らした。連立を組む公明党は公示前の 29議席から

３議席増やし 32 議席とした。立憲民主党は、公示前の 109 議席から 96 議席に 13 議席減らした。

日本維新の会は公示前の 15議席から 41議席に大幅に増加した。国民民主党は公示前の８議席から

11議席に増加した。日本共産党は公示前の 12議席から 10議席に減少した。れいわ新選組は公示前

の１議席から３議席に増加した。社会民主党は公示前の１議席を維持した。ＮＨＫ党は、公示前の

１議席を失った。以下、無所属 10議席と合わせて 465議席となった。 

 

（３）候補者 

① 小選挙区選出議員選挙 

兵庫県第１区（東灘区・灘区・中央区）５人、第２区（兵庫区・北区・長田区・西宮市の一部）

３人、第３区（須磨区・垂水区）４人、第４区（西区・他５市１町）３人で計 15人。  

その内訳は、政党届出は自由民主党３人、立憲民主党４人、日本維新の会３人、公明党１人、日

本共産党１人、国民民主党１人の計 13人、本人届出は２人であった。 

全国では、289の議席に 768人が立候補して競争率は 2.66倍となり、前回の 3.25倍を下回った。

供託金の額は、300万円。 

② 比例代表選出議員選挙 

全国 11のブロックのうち、兵庫県の属する近畿選挙区では、９団体（前回８団体）の届出があ 

り、定数 28人に対し、名簿届出政党等の名簿登載者数の合計は 127人（前回 127人）であった。 

供託金の額は、名簿登載者１名につき 600万円（当該名簿登載者が小選挙区の候補者である場合

には、300万円）。 

 

（４）選挙運動費用支出制限額 

兵庫県第１区は 25,012,800 円、第２区は 24,897,100 円、第３区は 23,838,900 円、第４区は

25,428,100円であった。 
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（５）選挙公営 

 ① ポスター掲示場 

ポスター掲示場は、全市で 2,542か所（前回 2,575か所）設置した。１投票区の平均設置数は 7.2

か所（前回 7.3か所）であった。 

掲示区画数は、第１区・第２区・第３区・第４区とも７区画（標題部分を除く）とした。 

 ② 個人演説会・政党演説会・政党等演説会 

公営施設使用の個人演説会は、全市で合計４回（前回 15回）開催された。また、政党演説会

は、０回（前回０回）、政党等演説会は４回（前回１回）開催された。 

 

（６）期日前投票 

期日前投票を行った者の総数は、全市で 228,703人（前回 234,304人）であった。 

 

（７）不在者投票 

不在者投票を行った者の総数は、全市で 6,916人（前回 7,324人）であった。 

 

（８）投  票 

 ① 投票所 

全市の投票所数は、351 か所（前回 355 か所）であった。設置階別にみると、地階１か所（前回

１か所）、１階 336 か所（前回 344 か所）、２階９か所（前回７か所）、３階以上５か所（前回３か

所）となっている。 

 ② 投票率（小選挙区選出議員選挙） 

投票率（小選挙区）は、53.46％（前回 47.29％）で、高い投票率となった。県下の投票率(小選

挙区)は 54.29％（前回 48.62％）、全国の投票率(小選挙区)は 55.93％（前回 53.68％）であった。 

 

（９）開  票 

 ① 開票事務 

開票は、10月 31日午後９時に全市９開票区で一斉に開始した。 

全市開票終了時刻は、小選挙区が翌午前３時 15分、比例代表が翌午前４時 00分、国民審査が翌

午前４時 50分であった。 

開票に要した時間の全市平均は小選挙区が３時間 43分、比例代表が４時間 55分、国民審査が５

時間 30分であった。 

 ② 開票結果 

小選挙区における当選人は、兵庫県第１区は井坂信彦氏（立憲民主党）、第２区は赤羽一嘉氏（公

明党）、第３区は関芳弘氏（自由民主党）、第４区は藤井比早之氏（自由民主党）であった。 

比例代表における近畿選挙区の当選人は、日本維新の会 10 人、自由民主党８人、立憲民主党３

人、公明党３人、日本共産党２人、国民民主党１人、れいわ新選組１人であった。 

また、最高裁判所裁判官 11人の国民審査については、いずれも信任された。 
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[選挙啓発] 

市民生活の中で目につきやすいよう、有権者の視覚に訴える啓発と、若者に向けて、インターネット

や SNSを活用した企画を中心に、複合的に媒体を活用するクロスメディアによる広報啓発を行い、投票

日の周知と投票参加の呼びかけを行った。 

また、神戸市長選挙のイメージキャラクターとして、須磨区出身のタレントの山之内すずさんを起用

し、有権者特に若年層の投票率の向上を図った。 

 

（１）印刷物による啓発 

   主に投票の資格要件や投票所が変更になった地域等についての周知のために発行している「選挙

のお知らせ」のページを増やし、今回の市長選挙で新たに採用した「記号式投票」の周知と、同日

選による投票の混乱を避けるため、投票方法をわかりやすく図示したものを掲載し、衆議院議員総

選挙公示日に新聞折り込みを行うとともに、各種機関紙・情報誌への啓発記事の掲載、及び新聞の

日刊紙６紙にも広告を掲載した。 

また、全ての有権者あてに、「投票のご案内」を作成、世帯ごとにまとめて封書で郵送し、期日前

投票制度の活用の呼びかけや投票所、記号式投票についての周知啓発を行った。 

   このほか、啓発ポスターを公共施設・鉄道駅・金融機関・商業施設・医療機関等に掲示した。 

   特に、啓発ポスターに関しては、市営地下鉄三宮駅さんちか通路での特大ポスターの掲示や、駅

周辺でポスターを連貼りするなど有権者の視覚に訴えた。 

 

（２）掲示物による啓発 

   横断（懸垂）幕、看板、のぼり、バナー等を公共施設、主要道路、商店街等に掲出したほか、市

営地下鉄・バス、ポートライナー・六甲ライナーでの車内吊り広告、地下鉄三宮駅での柱巻き広告、

地下鉄主要駅での改札機ステッカー広告の掲出を行った。 

また、今回は市長選挙における「記号式投票」の周知のため、各区２～３か所のポスター掲示場

に「記号式投票」をデザインした立看板を設置した。 

このほか、さんちかアドウインドーでも投票日の周知と投票参加を呼びかける展示や動画の放映

を行った。 

 

（３）放送・通信による啓発 

   インターネットや SNS での啓発に重点を置き、山之内すずさん出演のオンラインイベントを実施

するとともに動画広告を作成し、YouTube や Instagram で配信した。また、LINE や YDN、GDN では

広告バナーを配信した。このほか、SNS 利用者による拡散を図るため、神戸市長選挙 2021 公式

Twitter アカウントを作成し、啓発イベント情報を投稿、またインスタグラマーによる市長選挙啓

発内容の投稿や、投票者限定で見られる山之内すずさんオリジナル「お疲れ様ムービー」を作成す

るなど、SNSで話題となるような啓発を行った。 

また、動画広告は街頭大型ビジョンや駅等のデジタルサイネージ、コンビニ POSレジ、市役所１

号館高層用エレベーター内のモニターなどで放映したほか、読売テレビ・サンテレビでも放映した。 

さらに、神戸市長選挙 2021 特設ページを作成し、クロスメディアによる啓発を展開するととも

に、市ホームページでは投票参加の呼びかけや期日前投票者数・投開票速報の公開を実施した。 

    

（４）街頭啓発 

   新型コロナウイルス感染症対策を行いながらの啓発となったため、一部中止や延期となった。市
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選挙管理委員会においては、10 月 16 日、17 日にメリケンパーク BE KOBE モニュメント前で記号

式投票の周知を兼ねた啓発イベントを行った。16 日は神戸市各局・区のキャラクターを対象とし

て記号式投票体験イベントを行い、同時に記号式投票用紙に乗って神戸市の上空を飛んでいるよ

うな写真が撮れるトリックアートを 17日まで展示した。 

 

（５）その他 

兵庫県知事選挙に続き、今回も期日前及び当日投票所において、投票者に「Ｉ voted」と書かれ

たオリジナルステッカー（市長選、衆院選の２種類）を配付した。市長選のステッカー裏面には上

述の「お疲れ様ムービー」へ誘導する QRコードを印刷し、SNSでの拡散を図った。 

SNSでは、３種類のステッカーを集めた写真など多くの投稿が見られた。また、市内の一部飲食

店等ではステッカー等の提示によりサービスを受けられる、いわゆる「選挙割」を自主的に実施さ

れ、話題にもなった。 

 

 

最後に、今回の選挙の執行にあたり、関係機関、諸団体並びに報道機関のご協力と選挙事務関係者の

ご尽力に対し、厚く感謝し、お礼を申し上げます。 

 また、今回の選挙では須磨区において、選挙公報未配布事案を発生させ、市民・関係者の皆様にご迷

惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。 

 市選挙管理委員会として、監査報告を真摯に受け止め、今後、二度とこのような事態を起こすことの

ないよう、市・区選挙管理委員会が緊密に連携しながら、再発防止に取り組み、公正・適切な選挙の管

理執行に努めてまいります。 

 

                                神戸市選挙管理委員会 
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令和３年 10月 31日執行 

 

 

神 戸 市 長 選 挙 

 

 任期の始期   令和３年 11月 20日 

 任期の満了   令和７年 11月 19日 

 候 補 者 数          ５人 
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衆議院小選挙区選出議員選挙 

 

 任期の始期 令和３年 10月 31日 

 任期の満了  令和７年 10月 30日 

 候 補 者 数 兵庫県  第１区 ５人 

   第２区 ３人 

    第３区 ４人 

    第４区 ３人 

 定 数 各選挙区    1人 
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衆議院比例代表選出議員選挙 

 

 

 

 任期の始期 令和３年 10月 31日 

 任期の満了 令和７年 10月 30日 

 候 補 者        127人 

 改 選 数         28人 
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最高裁判所裁判官国民審査 

 

 

 

審査を受けた裁判官   11人 
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啓   発 
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